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従業員給与規程

第１章 総 則

（目 的）

第 １条 この規程は、従業員就業規則第７３条に基づき、従業員の給与に関する事項

を定めたものである。

（適用範囲）

第 ２条 この規程は、会社に勤務する全ての従業員に適用する。

（従業員の定義）

第 ３条 この規程で従業員とは、従業員就業規則第３条で定める者をいう。

（給与の種類）

第 ４条 従業員の給与の種類は、次の通りとする。

（１）賃 金

（２）賞 与

（賃金の支払形態）

第 ５条 従業員の賃金は、月給制、日給制及び時給制とする。

（１）月給制（日給月給制）とは、月額で賃金を定めるものをいう。但し、欠勤、

遅刻、早退等不就業については、その日、その時間の賃金を差引くものと

する。

（２）日給制とは、日額で賃金を定め、不就業日については、その日の賃金を支

給せず、不就業時間については、その時間の賃金を差引くものをいう。

（３）時給制とは、時間額で賃金を定め、不就業時間については、賃金を支給し

ないものをいう。

２ 従業員の賃金は、原則として月給制とする。但し、会社が特に必要と認めた

場合は、日給制又は時給制とする。
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（賃金体系）

第 ６条 賃金の体系は、原則、次の通りとする。

（１）基準内賃金 基本給

職務手当

資格手当

扶養手当

車両手当

燃料手当

特別手当

調整手当

営業手当

送迎手当

通信手当

回数手当

処遇改善手当

経験手当

（２）基準外賃金 時間外勤務手当

休日勤務手当

深夜勤務手当

通勤手当

（賃金の支払方法）

第 ７条 賃金は、その全額を直接本人に通貨で支払うものとする。但し、従業員本人

の同意（振込口座の指定があった場合は同意とみなす）により、その全額を本

人の指定する金融機関の本人名義の口座に振り込むものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、無断退職者等その他特別の事情の存する者につい

ては、その全額を直接本人に通貨で支払うものとする。
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（賃金の締切日及び支払日）

第 ８条 賃金は、当月１日から当月末日までの分を翌月２５日に支払う。但し、支払

日が休日に当たる場合は、その前日に繰上げて支払う。

（賃金からの控除）

第 ９条 次に掲げるものは、賃金の支払の際に控除する。

（１）給与所得税

（２）地方住民税

（３）健康保険料（介護保険料を含む）の被保険者負担分

（４）厚生年金保険料の被保険者負担分

（５）雇用保険料の被保険者負担分

（６）その他会社が必要と認め、従業員の過半数を代表する者との書面による協

定を結んだもの

（賃金の非常時払い）

第１０条 従業員又は従業員の収入によって生計を維持する者が、次の各号の一に該当

し、かつその費用に充てるため、従業員本人（従業員死亡の場合はその遺族）

より請求があった場合は、第８条の規定にかかわらず、支払期日前であっても、

既往の労働に対する賃金を支払う。

（１）結婚、出産、死亡、又は疾病にかかり、あるいは災害を受けた場合

（２）やむを得ない事由により１週間以上にわたって帰郷する場合

（３）その他会社が特に必要と認めた場合

（賃金の即時払い）

第１１条 会社は、従業員が死亡し、又は退職した場合において、権利者の請求があっ

た場合には、その請求があった日から 7 日以内に賃金を支払い、その他本人の

権利に属する金品を返還する。但し、賃金又は金品に関して争いがある場合に

は、この限りではない。

２ 前項で定める権利者とは、次の者をいい、労働基準法施行規則第４２条から

４５条までの規定に準じてこれを行うものとする。

（１）退職又は解雇されたとき 従業員本人

（２）死亡したとき ア．配偶者

イ．従業員の死亡当時その収入によって生計を

維持していた子・父母・孫・祖父母

ウ．イ以外の子・父母・孫・祖父母
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エ．兄弟姉妹

（賃金の死亡時払い）

第１２条 従業員が死亡した場合における賃金の支払いは、労働基準法施行規則第４２

条から４５条までの規定に準じてこれを行うものとする。

（日割り及び時間割り計算）

第１３条 月給制の賃金の日割り及び時間割り計算は、次の通りとする。

（１）日割り計算額 ＝

※１ヶ月平均所定労働日数 ＝

（２）時間割り計算額 ＝

※１ヵ月平均所定労働時間数 ＝

２ 前項における日割り及び時間割り計算により算出した金額に、円未満の端数

が生じたときは、その端数を切り上げて処理する。

（賃金の減額）

第１４条 次の各号の一に該当するときは、前条に定める計算式により、その不就労の

日数及び時間に対応する賃金を支給しない。

（１）休職期間

（２）入場禁止及び退場

（３）遅刻・早退及び私用外出

（４）欠勤

（５）私用面会

（６）慶弔休暇

（７）産前産後休業

（８）育児・介護休業

（９）公民権行使の時間

（10）生理休暇

１ヵ月平均所定労働日数

基準内賃金

１ヵ月平均所定労働時間数

基準内賃金

その年度の年間所定労働日数

１２ヵ月

その年度の年間所定労働時間数

１２ヵ月
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（11）育児時間

（12）出勤停止

（13）自宅待機

（14）その他会社が必要と認めた時間及び日数

２ 前項の場合において、不就労の日数及び時間の計算は、当該賃金締切期間の

末日において合計し、１５分未満は切り捨てるものとする。

３ 本条第１項第３号及び第４号が、天変地異又は交通途絶によるやむを得ない

もの等、正当な理由があると会社が認めた場合はこの限りではない。

（欠勤控除）

第１５条 月給制の従業員が欠勤したときは、次の計算式により、欠勤した日数に応じ

て賃金を控除する。

日割り計算額（第１３条第１項第１号に定める） × 欠勤日数

（年次有給休暇の賃金）

第１６条 年次有給休暇取得日に対しては、所定労働時間労働した場合における通常の

賃金を支給する。

２ 年次有給休暇取得日の通勤手当については支給しない。この場合、第１３条

第１項第１号に準じて通勤手当を日割り計算し、年次有給休暇取得日数に応じ

て減額する。

（休業手当）

第１７条 会社の責に帰すべき事由によって、休業した場合には、休業手当を支給する。

２ 前項の休業手当は、休業１日につき次条に定める平均賃金の１００分の６０

とする。

（平均賃金）

第１８条 平均賃金とは、これを算定すべき事由の発生した日前３ヵ月間にその従業員

に対して支払われた賃金の総額を、その期間の暦日数で除した金額をいう。但

し、その金額は、賃金が、労働した日若しくは時間によって算定された場合に

おいては、賃金の総額をその期間中に労働した日数で除した金額の６割を下ら

ないものとする。

２ 前項の期間中に賃金締切日がある場合には、算定すべき事由の発生した日の

直前の賃金締切日から起算する。

３ 第１項の従業員に対して支払われた賃金の総額には、臨時に支払われた賃金

及び３ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金は算入しない。
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４ 採用後、３ヵ月に満たない従業員については、採用日から平均賃金を算定す

べき事由の発生した日の直前の賃金締切日までに支払われた賃金の総額を、そ

の期間の暦日数で除した金額とする。但し、その期間が１ヵ月に満たない場合

は、採用日から算定すべき事由が発生した日の前日までとする。

５ 前各項の期間中に次の各号の一に該当する期間がある場合には、その日数及

びその期間中の賃金は、除外する。

（１）業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のため休業した期間

（２）産前産後休業期間

（３）使用者の責に帰すべき事由により休業した期間

（４）育児介護休業期間

（５）試用期間

（中途入退社者、休職者及び復職者の計算）

第１９条 賃金計算期間の中途において、入社、退社、休職、又は復職した月給制の者

の賃金については、次の計算式により、日割りにより支給する。

日割り計算額（第１３条第１項第１号に定める） × 出勤日数

（清算・返還）

第２０条 給与に誤算があるときは、直ちに申し出て清算するものとする。

２ 従業員が届出その他怠りのために不当な金額を受け取ったときは、直ちにこ

れを返還しなければならない。

３ 従業員が虚偽の申告により支給事由のない給与の支給を受けたことが発覚し

た場合、当該従業員に支給した支給事由のない金額について、会社は全額返還

を求めることができる。但し、これによって就業規則第５６条（懲戒の種類）

の懲戒を免れるものではない。

（不支給）

第２１条 会社の指示に基づかない就業については、賃金は支給しない。

第２章 基準内賃金

（基本給）

第２２条 基本給は、就業規則又は労働条件通知書に定められている所定労働時間に就

業したときの報酬であり、本人の職務内容、経験、能力、技能、勤務成績、年

齢等を勘案して各人ごとに別表１（介護職員キャリアパス）に基づいて決定す
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る。

（職務手当）

第２３条 職務手当は、介護支援専門員、サービス提供責任者、生活相談員の職務に従

事する従業員に対して、別表２（職務手当基準表）に基づき、会社が決定した

額を支給する。

２ 職務手当は、前項で定める職務に従事するよう会社から任命された月から支

給し、解任された月から支給しない。

３ 第１項に掲げる職務のうち、複数の職務を兼務する場合には、原則として、

より手当の額が高いもののみを支給し、重複して支給しないものとする。

４ 職務手当（固定残業手当）は、超過勤務に対する賃金としての性格を持ち、

時間外勤務及び休日勤務を行った場合においては、職務手当をもって時間外勤

務手当及び休日勤務手当に充てるものとする。但し、時間外勤務手当及び休日

勤務手当が、当該職務手当の金額を上回る場合は、その差額は時間外勤務手当

又は休日勤務手当として支給する。

（資格手当）

第２４条 資格手当は、介護支援専門員、介護福祉士、看護師、介護職員実務者研修の

資格を有し、その職務に従事する従業員に対して、別表３（資格手当基準表）

に基づき支給する。

２ 資格手当は、資格を取得し、かつその職務に従事するよう会社から任命され

た月から支給し、解任された月から支給しない。

３ 第１項に掲げる資格のうち、複数の資格を有し、かつ複数の職務を兼務する

場合には、原則として、より手当の額が高いもののみを支給し、重複して支給

しないものとする。

４ 資格手当（固定残業手当）は、超過勤務に対する賃金としての性格を持ち、

時間外勤務及び休日勤務を行った場合においては、資格手当をもって時間外勤

務手当及び休日勤務手当に充てるものとする。但し、時間外勤務手当及び休日

勤務手当が、当該資格手当の金額を上回る場合は、その差額は時間外勤務手当

又は休日勤務手当として支給する。

（扶養手当）

第２５条 扶養手当は、扶養家族を有する従業員に対して、次の区分により支給する。

尚、この条文で規定する扶養家族とは、健康保険の被扶養者に該当する者をい

う。

（１）配偶者 月額 １０，０００円
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（２）２０歳未満の子 １人につき 月額 ５，０００円

２ 扶養家族が５人を超える場合は、５人までとする。

３ 従業員は、家族構成に変動があったとき、その他この手当の支給に影響を及

ぼす事由が生じたときは、速やかに会社に届け出なければならない。

４ 前項において、その届け出があった月の翌月分から支給又は増額変更を行う

ものとし、扶養家族に該当しなくなった月分から不支給又は減額変更を行うも

のとする。

（車両手当）

第２６条 車両手当は、会社に車両の配備がなく、やむなく従業員自らが所有する車両

を業務上使用している者に対して、会社が決定した額を支給する。

（燃料手当）

第２７条 燃料手当は、会社に車両の配備がなく、やむなく従業員自らが所有する車両

を業務に使用した場合に、オイルやタイヤ等の消耗品の交換にかかる費用に充

てるものとして、会社が決定した額を支給する。

（特別手当）

第２８条 特別手当は、特別に社長より許可又は会社の決裁で可決された内容に関して

支給されるものであり、その都度会社が決定した額を支給する。

（調整手当）

第２９条 調整手当は、採用日以前の賃金、業界の水準、賃金体系の変更の際の差額、

その他在職間の不均衡をなくすため、賃金について調整の必要がある場合に支

給することがある。

２ 調整手当は、昇給その他賃金の増額の際、その範囲内で相殺減額すること

がある。

（営業手当）

第３０条 営業手当は、利用者の拡大等、営業の職務にも従事する者に対して、会社が

決定した額を支給する。

２ 営業手当は、営業の職務にも従事するよう会社から任命された月から支給し、

解任された月から支給しない。

３ 営業手当（固定残業手当）は、超過勤務に対する賃金としての性格を持ち、

時間外勤務及び休日勤務を行った場合においては、営業手当をもって時間外勤

務手当及び休日勤務手当に充てるものとする。但し、時間外勤務手当及び休日
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勤務手当が、当該営業手当の金額を上回る場合は、その差額は時間外勤務手当

又は休日勤務手当として支給する。

（送迎手当）

第３１条 送迎手当は、デイサービス利用者の送迎に従事する者に対して、会社が決定

した額を支給する。

２ 送迎手当は、送迎の職務に従事するよう会社から任命された月から支給し、

解任された月から支給しない。

（通信手当）

第３２条 通信手当は、従業員自らが所持する携帯電話を業務上使用している者に対し

て、会社が決定した額を支給する。

２ 会社からの呼び出しに応じない、又は会社の固定電話の使用が多く目立つ者

については、通信手当は支給しない。

（回数手当）

第３３条 回数手当は、会社の命により、異なる職務に従事した際に、当該従業員に対

して、会社が決定した額を支給する。

（処遇改善手当）

第３４条 処遇改善手当は、処遇改善に関する補助金の決定を受けた場合に、補助金対

象者に対して、会社が決定した額を支給する。

（経験手当）

第３５条 経験手当は、入社後の経過年数に応じて別表４（経験手当基準表）に基づき

支給する。

２ 経験手当の算出の基礎となる入社後経過年数は、毎年４月１日現在で見るこ

ととし、１年未満の端数は切り捨てるものとする。

３ 入社後経過年数は、ＮＰＯ法人いるか及び有限会社いるかにおいての経験年

数をいい、当該法人以外で介護職に従事していた期間は一切含まないものとす

る。

４ 入社後経過年数は、前年４月１日から本年３月３１日までの所定労働日の８

割以上出勤した年を１年としてカウントするものとする。

５ 前項の出勤率の算定に当たっては、業務上の傷病による休業期間、育児・介

護休業法に基づく育児休業・介護休業期間、産前産後の休業期間並びに年次有

給休暇を取得した日は、出勤したものとして取り扱う。

６ 経験手当は、毎年４月分給与から改定するものとする。
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（新規学卒者の初任給）

第３６条 新規学卒者の初任給は、基準内賃金総額と世間相場等を勘案のうえ決定する。

（中途採用者の初任給）

第３７条 新規学卒者以外の中途採用者の賃金については、前条を基準とし、入社前の

経歴、年齢、社内の均衡等を勘案のうえ、その都度各人ごとに決定する。

第３章 基準外賃金

（時間単価）

第３８条 月給制の時間外勤務手当、休日勤務手当、及び深夜勤務手当の算出の基礎と

なる時間単価は、第１３条第１項第２号に規定する時間割り計算額とする。但

し、時間割り計算額の算出の基礎となる基準内賃金には、職務手当、資格手当、

営業手当（固定残業手当）及び扶養手当、臨時に支払われる手当を含まないも

のとする。

２ 日給制の時間外勤務手当、休日勤務手当、及び深夜勤務手当の算出の基礎と

なる時間単価は、各個人ごとの日給額を所定労働時間数で除した金額とする。

３ 時給制の時間外勤務手当、休日勤務手当、及び深夜勤務手当の算出の基礎と

なる時間単価は、各個人ごとの時給額とする。

（時間外勤務手当）

第３９条 法定労働時間を越えて勤務したときは、その勤務した時間に対して、次の計

算による時間外勤務手当を支給する。

（１） 時間単価 × １．２５ × 時間外勤務時間数

２ 前項の規定にかかわらず、社長が命じた、若しくは社長の許可及び業務上や

むを得ない状況のもとに行われる以外の時間外労働に対しては、時間外勤務手

当は支給しない。

（休日勤務手当）

第４０条 法定休日に勤務したときは、その勤務した時間に対して、次の計算による休

日勤務手当を支給する。

（１） 時間単価 × １．３５ × 法定休日勤務時間数
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２ 法定休日以外の休日に勤務し、その時間が法定労働時間を越えた場合は、前

条第１項第１号により計算する。

３ 第１項の規定にかかわらず、社長が命じた、若しくは社長の許可及び業務上

やむを得ない状況のもとに行われる以外の休日労働に対しては、休日勤務手当

は支給しない。

（深夜勤務手当）

第４１条 午後１０時から午前５時までの間に勤務したときは、その勤務した時間に対

して、次の計算による深夜勤務手当を支給する。

（１） 時間単価 × ０．２５ × 深夜勤務時間数

２ 時間外勤務が深夜に及んだ場合、及び法定休日勤務が深夜に及んだ場合は、

次の通りとする。

（１）時間外勤務が深夜に及んだ場合

時間単価 × １．５ × 深夜勤務時間数

（２）法定休日勤務が深夜に及んだ場合

時間単価 × １．６ × 深夜勤務時間数

３ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、社長が命じた、若しくは社長の許可

及び業務上やむを得ない状況のもとに行われる以外の深夜労働に対しては、深

夜勤務手当は支給しない。

（端数処理）

第４２条 第３９条、第４０条及び第４１条に定める計算式により算出した 1 ヵ月にお

ける時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当に、円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げて処理する。

（適用除外）

第４３条 労働基準法第４１条第２号（監督もしくは管理の地位にある者又は機密の事

務を取り扱う者）及び第３号（監視又は断続的労働に従事する者）に該当する

者については、時間外勤務手当及び休日勤務手当は支給しない。
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（事業場外労働）

第４４条 従業員が、出張その他会社の用務を帯びて会社の外で勤務する場合で、勤務

時間を算定し難いときは、所定労働時間勤務したものとみなし、原則として時

間外勤務手当を支払わない。但し、会社があらかじめ別段の指示をした場合に

はこの限りではない。

（通勤手当）

第４５条 電車、バス等の公共の交通機関を利用して通勤する者に対しては、通勤のた

めに要する運賃（日割又は定期券）を所得税法の非課税額を限度として支給す

る。

２ 自己所有の自動車、バイク等で通勤する者に対しては、公共の交通機関を利

用して通勤したと仮定した場合の運賃相当額（日割又は定期券）、若しくは通勤

のために消費する燃料費の実費のいずれか低い額を所得税法の非課税額を限度

として支給する。

３ 本条第１項及び第２項の規定により算出した通勤手当の額が、月額１０，０

００円を超える場合には、１０，０００円を限度とする。

４ 本条第２項で定める自己の交通用具で通勤する者であって、通勤距離が片道

２キロメートル未満である従業員については、通勤手当は支給しない。

５ 本条の規定にかかわらず、会社が特に必要と認めた場合は、所得税法の非課

税限度額を超えて支給することがある。

６ 転居その他の理由により通勤の経路に異動があったときは、当該従業員は速

やかに会社に届け出なければならない。

第４章 昇 給

（昇 給）

第４６条 昇給は、会社の業績及び経営状態を最も考慮したうえ、昇給算定期間（４月

１日から翌年３月３１日までの１年間）における従業員個人の勤務成績、実績、

技能・能力の伸長・発揮度、勤務状況、責任感及び貢献度合い等を勘案し、キ

ャリアパスによって、各従業員ごとに、基本給について原則として毎年 1 回４

月１日付をもって行うことがある。

２ 前項の規定にかかわらず、会社が特に必要と認めた場合は、臨時に昇給を行

うことがある。

（昇給対象者）
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第４７条 次の一に該当する者については、昇給は行わない。

（１）入社後６ヵ月未満の者

（２）昇給算定期間における欠勤日数が６０日を超える者

但し、年次有給休暇及び業務上災害により休業した日並びに会社が特に認

めた日については就業したものとみなす。

（３）昇給時において休職中の者

（４）昇給算定期間中に懲戒処分を受けた者

（５）退職手続き中の者

（６）その他昇給することが不適当と会社が認めた者

（ベースアップ、ベースダウン）

第４８条 会社は、会社の業績及び経営状態、並びに社会経済状勢の変化に応じて、諸

手当の変更を含み、ベースアップ又はベースダウンを行うことがある。

第５章 賞 与

（賞 与）

第４９条 賞与は、会社の業績及び経営状態を最も考慮したうえで、６月（夏季）及び

１２月（冬季）の年２回、支給することがある。

２ 会社は、会社の業績によって、３月に決算賞与を支給することがある。

（賞与の算定期間）

第５０条 賞与の算定期間は次の通りとする。

夏季賞与 前年 １２月 １日 から 当年 ５月３１日 まで

冬季賞与 当年 ６月 １日 から 当年 １１月３０日 まで

（賞与の算定方法）

第５１条 賞与の算定方法は、前条に定める算定期間における従業員個人の勤務成績、

貢献度、出勤状況等並びに会社の業績、経営状態を考慮して各従業員ごとにそ

の都度決定する。

（賞与の不支給）

第５２条 次の一に該当する者については、賞与は支給しない。

（１）入社後６ヵ月未満の者

（２）賞与算定期間における欠勤日数が６０日を超える者
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但し、年次有給休暇及び業務上災害により休業した日並びに会社が特に認

めた日については就業したものとみなす。

（３）賞与支給当日（支給日が変更した場合には、変更後の支給日）に、従業員

として在籍していない者

（４）賞与算定期間中に懲戒処分を受けた者

（５）その他賞与を支給することが不適当と会社が認めた者

（賞与の支給条件）

第５３条 会社は、賞与の支給額、支給日、支給条件等を、世間相場及び社会経済情勢

等を考慮の上その都度定め、会社の営業成績の低下その他やむを得ない事由が

ある場合には、支給時期を延期し、又は支給しないことがある。

附 則

１．本規程に定められた事項も法令の制限を受ける場合は、その範囲内とする。

２．本規程は、会社の業績及び経営状態、並びに関係諸法令の改正、社会事情の変化など

により必要がある場合には、改廃することがある。

３．本規程の改廃の起案及び決定は、代表理事が行う。

４．本規程に定めのない事項（突発的な事項が発生した場合や通常外の事情による場合等）

並びに運用解釈上の疑義は、代表理事が裁定する。

５．会社は、会社の業績及び経営状態、並びに世間相場、社会経済情勢等を勘案し、本規

程に定める金額を基準として増額又は減額して支給することがある。

６．本規程は、令和 １年１０月 １日より施行する。

（令和 １年１０月 １日 制定）
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パ ート タ イム 従 業員給与規程

第１章 総 則

（目 的）

第 １条 この規程は、パートタイム従業員就業規則第４９条に基づき、パートタイム

従業員の給与に関する事項を定めたものである。

（適用範囲）

第 ２条 この規程は、会社に勤務する全てのパートタイム従業員に適用する。

（従業員の定義）

第 ３条 この規程で従業員とは、パートタイム従業員就業規則第３条で定める者をい

う。

（給与の種類）

第 ４条 従業員の給与の種類は、次の通りとする。

（１）賃 金

（２）賞 与

（賃金の支払形態）

第 ５条 従業員の賃金は、時給制、日給制及び月給制とする。

（１）時給制とは、時間額で賃金を定め、不就業時間については、賃金を支給し

ないものをいう。

（２）日給制とは、日額で賃金を定め、不就業日については、その日の賃金を支

給せず、不就業時間については、その時間の賃金を差引くものをいう。

（３）月給制（日給月給制）とは、月額で賃金を定めるものをいう。但し、欠勤、

遅刻、早退等不就業については、その日、その時間の賃金を差引くものと

する。

２ 従業員の賃金は、原則として時給制又は日給制とする。但し、会社が特に必

要と認めた場合は、月給制とする。
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（賃金体系）

第 ６条 賃金の体系は、原則、次の通りとする。

（１）基準内賃金 基本給

資格手当

特別手当

事務手当

連絡・報告手当

ケア会議・研修手当

日祭日・年末年始・盆手当

送迎手当

キャンセル手当

調整金

重訪移動手当

同行訪問手当

回数手当

経験手当

（２）基準外賃金 時間外勤務手当

休日勤務手当

深夜勤務手当

通勤手当

（賃金の支払方法）

第 ７条 賃金は、その全額を直接本人に通貨で支払うものとする。但し、従業員本人

の同意（振込口座の指定があった場合は同意とみなす）により、その全額を本

人の指定する金融機関の本人名義の口座に振り込むものとする。

２ 前項の規定にかかわらず、無断退職者等その他特別の事情の存する者につい

ては、その全額を直接本人に通貨で支払うものとする。
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（賃金の締切日及び支払日）

第 ８条 賃金は、当月１日から当月末日までの分を翌月２５日に支払う。但し、支払

日が休日に当たる場合は、その前日に繰上げて支払う。

（賃金からの控除）

第 ９条 次に掲げるものは、賃金の支払の際に控除する。

（１）法令に定めがあるもの

（２）その他会社が必要と認め、従業員の過半数を代表する者との書面による協

定を結んだもの

（賃金の非常時払い）

第１０条 従業員又は従業員の収入によって生計を維持する者が、次の各号の一に該当

し、かつその費用に充てるため、従業員本人（従業員死亡の場合はその遺族）

より請求があった場合は、第８条の規定にかかわらず、支払期日前であっても、

既往の労働に対する賃金を支払う。

（１）結婚、出産、死亡、又は疾病にかかり、あるいは災害を受けた場合

（２）やむを得ない事由により１週間以上にわたって帰郷する場合

（３）その他会社が特に必要と認めた場合

（賃金の即時払い）

第１１条 会社は、従業員が死亡し、又は退職した場合において、権利者の請求があっ

た場合には、その請求があった日から 7 日以内に賃金を支払い、その他本人の

権利に属する金品を返還する。但し、賃金又は金品に関して争いがある場合に

は、この限りではない。

２ 前項で定める権利者とは、次の者をいい、労働基準法施行規則第４２条から

４５条までの規定に準じてこれを行うものとする。

（１）退職又は解雇されたとき 従業員本人

（２）死亡したとき ア．配偶者

イ．従業員の死亡当時その収入によって生計を

維持していた子・父母・孫・祖父母

ウ．イ以外の子・父母・孫・祖父母

エ．兄弟姉妹

（賃金の死亡時払い）

第１２条 従業員が死亡した場合における賃金の支払いは、労働基準法施行規則第４２
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条から４５条までの規定に準じてこれを行うものとする。

（賃金の減額）

第１３条 会社は、従業員の不就労の時間及び日数に対応する賃金は支給しない。

（年次有給休暇の賃金）

第１４条 年次有給休暇取得日に対しては、所定労働時間労働した場合における通常の

賃金を支給する。

２ 年次有給休暇取得日の通勤手当については支給しない。

（清算・返還）

第１５条 給与に誤算があるときは、直ちに申し出て清算するものとする。

２ 従業員が届出その他怠りのために不当な金額を受け取ったときは、直ちにこ

れを返還しなければならない。

３ 従業員が虚偽の申告により支給事由のない給与の支給を受けたことが発覚し

た場合、当該従業員に支給した支給事由のない金額について、会社は全額返還

を求めることができる。但し、これによってパートタイム従業員就業規則第４

１条（懲戒の種類）の懲戒を免れるものではない。

（不支給）

第１６条 会社の指示に基づかない就業については、賃金は支給しない。

第２章 基準内賃金

（基本給）

第１７条 基本給は、就業規則又は労働条件通知書に定められている所定労働時間に就

業したときの報酬であり、本人の職務内容、経験、能力、技能、勤務成績、年

齢等を勘案して各人ごとに決定する。

（資格手当）

第１８条 資格手当は、介護福祉士、介護職員実務者研修の資格を有し、その職務に従

事する従業員に対して、別表１（資格手当基準表）に基づき支給する。

２ 資格手当は、資格を取得し、かつその職務に従事するよう会社から任命され

た月から支給し、解任された月から支給しない。

３ 資格手当（固定残業手当）は、超過勤務に対する賃金としての性格を持ち、

時間外勤務及び休日勤務を行った場合においては、資格手当をもって時間外勤
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務手当及び休日勤務手当に充てるものとする。但し、時間外勤務手当及び休日

勤務手当が、当該資格手当の金額を上回る場合は、その差額は時間外勤務手当

又は休日勤務手当として支給する。

（特別手当）

第１９条 特別手当は、ミーティング参加・記録提出、評価表記入（２０日まで提出）、

タイムカード（月末提出）休日希望申出のない無欠勤者で月５０時間以上勤務

者に２，０００円付与する。

（事務手当）

第２０条 事務手当は、会社の事務の補助等を臨時に行った者に対して、会社が決定し

た額を支給する。

（連絡・報告手当）

第２１条 連絡・報告手当は、業務に関する報告の電話連絡を行った者に対して、会社

が決定した額を支給する。

（ケア会議・研修手当）

第２２条 ケア会議・研修手当は、業務命令により、会社もしくは外部の機関が行うケ

ア会議又は研修に参加した者に対して、会社が決定した額を支給する。

（日祭日・年末年始・盆手当）

第２３条 日祭日・年末年始・盆手当は、業務命令により、日祭日、年末年始又は盆に

勤務した者に対して、会社が決定した額を支給する。

（送迎手当）

第２４条 送迎手当は、デイサービス利用者の送迎に従事する者に対して、会社が決定

した額を支給する。

２ 送迎手当は、送迎の職務に従事するよう会社から任命された月から支給し、

解任された月から支給しない。

（キャンセル手当）

第２５条 キャンセル手当は、利用者宅訪問後の利用者都合によるキャンセル、その他

突発的な理由による訪問後のキャンセルに対して、会社が決定した額を支給す

る。但し、従業員の都合によるキャンセルについては支給しない。

（調整金）
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第２６条 調整金とは、３０分のみの身体介護等の業務に従事した者に対して、本来支

給すべき金額に、会社が決定した額を上乗せして支給するものをいう。

（重訪移動手当）

第２７条 重訪移動手当とは、重度訪問介護に従事する者で、訪問中に移動支援を行っ

た際、その時間に対して、その者の時間給に会社が決定した額を上乗せして支

給するものをいう。

（同行訪問手当）

第２８条 同行訪問手当は、経験の浅い者等（被同行者）が既存の従業員に実地研修と

して同行した際に、その被同行者に対して、会社が決定した額を支給する。

（回数手当）

第２９条 回数手当は、会社の命により、異なる職務に従事した際に、当該従業員に対

して、会社が決定した額を支給する。

（経験手当）

第３０条 経験手当は、入社後の経過年数に応じて別表２（経験手当基準表）に基づき

支給する。

２ 経験手当の計算は、次のとおりとする。

別表２の時給 × その月の総労働時間数

３ 経験手当の算出の基礎となる入社後経過年数は、毎年４月１日現在で見るこ

ととし、１年未満の端数は切り捨てるものとする。

４ 入社後経過年数は、ＮＰＯ法人いるか及び有限会社いるかにおいての経験年

数をいい、当該法人以外で介護職に従事していた期間は一切含まないものとす

る。

５ 入社後経過年数は、前年４月１日から本年３月３１日までの所定労働日の８

割以上出勤した年を１年としてカウントするものとする。

６ 前項の出勤率の算定に当たっては、業務上の傷病による休業期間、育児・介

護休業法に基づく育児休業・介護休業期間、産前産後の休業期間並びに年次有

給休暇を取得した日は、出勤したものとして取り扱う。

７ 経験手当は、毎年４月分給与から改定するものとする。

（利用者宅間の移動）

第３１条 従業員が利用者宅から次の利用者宅へ移動する時間で、通常の移動に要する

時間以外の時間は自由利用とし、通常の移動に要する時間以外の時間は無給と
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する。但し、会社が特別な指示をした場合はこの限りではない。

第３章 基準外賃金

（時間単価）

第３２条 時給制の時間外勤務手当、休日勤務手当、及び深夜勤務手当の算出の基礎と

なる時間単価は、各個人ごとの時給額とする。

２ 日給制の時間外勤務手当、休日勤務手当、及び深夜勤務手当の算出の基礎と

なる時間単価は、各個人ごとの日給額を所定労働時間数で除した金額とする。

３ 月給制の時間外勤務手当、休日勤務手当、及び深夜勤務手当の算出の基礎と

なる時間単価は、基準内賃金を１ヵ月平均所定労働時間数で除した金額とする。

但し、基準内賃金には、資格手当（固定残業手当）及び臨時に支払われる特別

手当、事務手当、連絡・報告手当、ケア会議・研修手当、日祭日・年末年始・

盆手当、キャンセル手当を含まないものとする。

（時間外勤務手当）

第３３条 法定労働時間を越えて勤務したときは、その勤務した時間に対して、次の計

算による時間外勤務手当を支給する。

（１） 時間単価 × １．２５ × 時間外勤務時間数

２ 前項の規定にかかわらず、社長が命じた、若しくは社長の許可及び業務上や

むを得ない状況のもとに行われる以外の時間外労働に対しては、時間外勤務手

当は支給しない。

（休日勤務手当）

第３４条 法定休日に勤務したときは、その勤務した時間に対して、次の計算による休

日勤務手当を支給する。

（１） 時間単価 × １．３５ × 法定休日勤務時間数

２ 法定休日以外の休日に勤務し、その時間が法定労働時間を越えた場合は、前

条第１項第１号により計算する。

３ 第１項の規定にかかわらず、社長が命じた、若しくは社長の許可及び業務上

やむを得ない状況のもとに行われる以外の休日労働に対しては、休日勤務手当

は支給しない。
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（深夜勤務手当）

第３５条 午後１０時から午前５時までの間に勤務したときは、その勤務した時間に対

して、次の計算による深夜勤務手当を支給する。

（１） 時間単価 × ０．２５ × 深夜勤務時間数

２ 時間外勤務が深夜に及んだ場合、及び法定休日勤務が深夜に及んだ場合は、

次の通りとする。

（１）時間外勤務が深夜に及んだ場合

時間単価 × １．５ × 深夜勤務時間数

（２）法定休日勤務が深夜に及んだ場合

時間単価 × １．６ × 深夜勤務時間数

３ 第１項及び第２項の規定にかかわらず、社長が命じた、若しくは社長の許可

及び業務上やむを得ない状況のもとに行われる以外の深夜労働に対しては、深

夜勤務手当は支給しない。

（端数処理）

第３６条 第３３条、第３４条及び第３５条に定める計算式により算出した 1 ヵ月にお

ける時間外勤務手当、休日勤務手当、深夜勤務手当に、円未満の端数が生じた

ときは、その端数を切り上げて処理する。

（通勤手当）

第３７条 通勤手当は、従業員が利用者宅へ移動する場合に、会社が決定した額を支給

する。

第４章 昇 給

（昇 給）

第３８条 昇給は、会社の業績及び経営状態を最も考慮したうえ、昇給算定期間（４月

１日から翌年３月３１日までの１年間）における従業員個人の勤務成績、実績、
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技能・能力の伸長・発揮度、勤務状況、責任感及び貢献度合い等を勘案し、各

従業員ごとに、基本給について原則として毎年 1 回４月１日付をもって行うこ

とがある。

２ 前項の規定にかかわらず、会社が特に必要と認めた場合は、臨時に昇給を行

うことがある。

（昇給対象者）

第３９条 次の一に該当する者については、昇給は行わない。

（１）入社後６ヵ月未満の者

（２）昇給算定期間における欠勤日数が６０日を超える者

但し、年次有給休暇及び業務上災害により休業した日並びに会社が特に認

めた日については就業したものとみなす。

（３）昇給時において休職中の者

（４）昇給算定期間中に懲戒処分を受けた者

（５）退職手続き中の者

（６）その他昇給することが不適当と会社が認めた者

第５章 賞 与

（賞 与）

第４０条 パートタイム従業員については、原則として賞与は支給しない。但し、会社

が特に認めた者については、この限りではない。

２ 賞与の支給条件、その他賞与に関する事項は、従業員給与規程を準用する。

第６章 従業員給与規程の準用

（準用項目）

第４１条 この規程に定めのない事項については、従業員給与規程その他法令の定める

ところによる。
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附 則

１．本規程に定められた事項も法令の制限を受ける場合は、その範囲内とする。

２．本規程は、会社の業績及び経営状態、並びに関係諸法令の改正、社会事情の変化など

により必要がある場合には、改廃することがある。

３．本規程の改廃の起案及び決定は、代表理事が行う。

４．本規程に定めのない事項（突発的な事項が発生した場合や通常外の事情による場合等）

並びに運用解釈上の疑義は、代表理事が裁定する。

５．会社は、会社の業績及び経営状態、並びに世間相場、社会経済情勢等を勘案し、本規

程に定める金額を基準として増額又は減額して支給することがある。

６．本規程は、令和 １年１０月 １日より施行する。

（令和 １年１０月 １日 制定）


